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埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
に
該
当
す

る
場
合
、事
業
者
は
町
教
育
委
員
会

に
工
事
着
工
60
日
前
ま
で
に
所
定
の

届
出
書（
文
化
財
保
護
法
第
93
条
第

１
項
）を
２
部
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。こ
の
間
、工
事
の
着
工
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

届
出
書
は
、町
教
育
委
員
会
を
経

由
し
、県
教
育
委
員
会
文
化
遺
産
課

に
進
達
さ
れ
、事
業
内
容
等
を
検
討

し
、お
お
む
ね
下
記
の
い
ず
れ
か
を

指
示
し
ま
す
。

　

新
築
・
工
事
等
を
計
画
さ
れ
る
場

合
に
は
、埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
該

当
す
る
か
を
和
歌
山
県
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
所
在
地
図
で
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

所
在
地
図
は
、中
央
公
民
館
で
閲

覧
で
き
る
ほ
か
、和
歌
山
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

工
事
等
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
も
、

事
前
の
相
談
、照
会
は
で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
お
願
い
し
ま
す
。

発
掘
調
査

　

工
事
に
先
立
ち
行
う
調
査
で
、遺

跡
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
部
分

的
な
発
掘
を
行
う
確
認
調
査
と
、記

録
保
存
の
た
め
の
本
発
掘
調
査
が
あ

り
ま
す
。

工
事
立
会

　

工
事
の
現
場
を
、町
教
育
委
員
会

お
よ
び
県
文
化
遺
産
課
の
担
当
職
員

が
立
ち
会
い
ま
す
。

慎
重
工
事

　

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
、慎
重
に
工
事
を
実

施
し
、も
し
埋
蔵
文
化
財
を
発
見
し

た
場
合
は
、町
教
育
委
員
会
へ
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
埋
蔵
文
化
財
発
掘
の
届
出
書

　
　
（
指
定
の
様
式
）　

２
．�

土
木
工
事
を
行
う
位
置
図
・
付

近
見
取
図

３
．�

土
木
工
事
等
の
概
要
書
類
・
図

面（
土
地
利
用
計
画
図
・
建
物

配
置
図
・
建
物
の
平
面
図
・
立

面
図
・
基
礎
図
・
地
中
埋
蔵
物

に
関
す
る
図
面
等
）

※
提
出
部
数　

２
部

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
さ
れ
る
場
合

○
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
文
化
遺
産
課

和
歌
山
県
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
所
在
地
図

http://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms/
�prefg/500700/maizou/index.html

・
直
接
閲
覧
さ
れ
る
場
合

　

工
事
等
予
定
の
わ
か
る
地
図（
住
宅

地
図
等
）を
ご
持
参
の
う
え
、日
高
町

中
央
公
民
館
ま
で
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
中
央
公
民
館

（
☎
６
３･

３
８
１
１
）ま
で
。

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
に
お
け
る

�
土
木
工
事
等
の
手
続
き
に
つ
い
て

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に

該
当
す
る
場
合
の
手
続
き

新
築
・
工
事
等
を
す
る

場
合
の
事
前
相
談
・
照
会

提
出
書
類

閲
覧
方
法

教 

育 

委 

員 

会

お
知
ら
せ

お問い合わせは、下記まで。
学校教育班（☎63・2038）
生涯学習班（☎63・3812）
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介
護
保
険
制
度
で
要
介
護
認
定
を

受
け
た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
介
護

認
定
の
審
査
判
定
資
料
を
確
認
し
、一

定
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、所

得
税
や
町
県
民
税
の
確
定
申
告
で『
障

害
者
控
除
』を
受
け
る
た
め
の
認
定
書

を
本
人
又
は
、扶
養
者
等
の
申
請
手
続

き
に
よ
り
交
付
で
き
ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
を
添
付
す
る
こ
と
に

よ
り
、本
人
又
は
、そ
の
扶
養
者
が
障

害
者
控
除
又
は
、特
別
障
害
者
控
除
等

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、す
で
に
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
交
付
さ
れ
、税
の
控
除
を
受
け
て

い
る
方
や
本
人
ま
た
は
、扶
養
者
が
非

課
税
の
場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

発
行
に
か
か
る
手
数
料
は
、１
件
に

つ
き
２
０
０
円
必
要
と
な
り
ま
す
。

健康推進課
お知らせ

お問い合わせは、
（☎63・3801）まで。

要
介
護
認
定
を
受
け
た

高
齢
者
の「
障
害
者
控
除
」

�

に
つ
い
て

介
護
保
険
料
に
か
か
る

　

納
付
証
明
書
の

交
付
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
は
、国
保
税
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
と
同
様
に
所
得
税

や
町
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。平
成
30
年
１
月
か
ら

12
月
末
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
介
護
保

険
料
額
を
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）で
納
付

し
た
介
護
保
険
料
は
、社
会
保
険
料
控

除
対
象
と
な
る
の
は
、年
金
受
給
者
で

あ
る
ご
本
人
と
な
り
ま
す
。普
通
徴
収

の
場
合
、被
保
険
者
の
保
険
料
を
扶
養

者
が
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、扶
養
者

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

確
定
申
告
の
際
に
は
、日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す「
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」ま
た
は
お
支
払
い
い

た
だ
き
ま
し
た「
領
収
証
書
」等
を
大

切
に
保
管
し
、ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

納
め
た
介
護
保
険
料
の
年
額
が
わ

か
ら
な
い
場
合
は
、役
場
健
康
推
進
課

で
平
成
30
年
１
月
か
ら
12
月
末
ま
で

の
１
年
間
に
納
付
い
た
だ
き
ま
し
た

保
険
料
額
を
記
載
し
た
納
付
証
明
書

を
発
行
い
た
し
ま
す
。事
務
処
理
の
都

合
に
よ
り
、納
付
証
明
書
は
２
月
上
旬

か
ら
発
行
で
き
ま
す
。交
付
に
か
か
る

手
数
料
は
、無
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
に
行
か
れ
る
前
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
健
康
推
進
課（
☎

６
３
・３
８
０
１
）ま
で
。

就
学
援
助
制
度
に
つ
い
て
の

お
知
ら
せ

　

経
済
的
な
理
由
で
、就
学
が
困
難

な
家
庭
へ
小
中
学
校
で
の
学
習
に
必

要
な
費
用
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、そ
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

① 

対
象
者

　

町
立
小
中
学
校
等
に
就
学
す
る
児

童
生
徒
の
保
護
者
で
、教
育
委
員
会

が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
。

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

・�

生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
程
度
の

者
② 

申
請
方
法

　

就
学
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
保

護
者
が
、教
育
委
員
会
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
等

は
、平
成
31
年
度
新
入
学
生
よ
り

入
学
前
支
給
を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
教
育
委
員
会

（
☎
６
３
・
２
０
３
８
）ま
で
。


